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  台風８号の接近に伴う大雨等による被害に対する水産多面的機能発揮対策事業の 
  活用について 
 
 平素より、水産多面的機能発揮対策事業に関して特段のご理解とご高配を賜り感謝申

し上げます。 
 気象庁によると、台風第８号は日本の東を北西に進み、27日に関東甲信地方から東北地

方に接近し上陸する見込みとなっており、暴風や大雨等による漁場環境等への影響が懸

念されるところです。また、既に梅雨前線や低気圧に伴う大雨による被害が確認されてい

る地域においては、その被害が拡大する恐れがございます。 

 このため、安全を確保した上で、漁場等に漂流・漂着した流木やごみ等を早急に除去・

処理する等の初動に取り組む場合には、水産多面的機能発揮対策事業の既に交付されて

いる予算を活用することが可能ですので、積極的に本事業をご活用ください。 
 また、既に交付した予算を災害対応とした際の所要額については、必要に応じて追加配

分の検討をさせていだきますので別途ご相談ください。 
（活動計画の変更等の手続きが必要となる場合には、下記担当者までご報告いただくよ

うお願い致します。） 
 なお、これまで激甚災害に指定された場合には地方負担額の軽減措置を講じていると

ころですが、激甚災害に指定されるまでの間は地方負担額の軽減措置が受けられない等

の注意が必要となります。 
 以上、この旨を貴管下の活動組織または市町村に対しても周知いただきますようお願

い致します。 
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